
＃自動運転実装課題と名古屋大学の取組み

弁護士 友近 直寛

2026/02/06



＃Me

友近 直寛

2014.12月 弁護士登録（67期）
弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所
→（2022.09月）もみのき・友近法律事務所
https://momi-law.jp/

2021.12月 「自動運転・運転支援と交通事故賠償責任」（新日本法規）
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100201

2022.09月 合同会社nitro 設立
https://nitro.llc/

2022.12月 名古屋大学未来社会創造機構 モビリティ社会研究所
＃COI-NEXT（JST）「地域を次世代につなぐマイモビリティ共創拠点」（2022～2032）
https://mymobi.mirai.nagoya-u.ac.jp/

2023.02月 一般社団法人車載データ解析協会（CDRA） 設立
https://www.cdra.jp/

2024.04月 香川大学イノベーションデザイン研究所
2025.04月 経済産業省経済産業政策局 産業創造課

https://momi-law.jp/
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100201
https://nitro.llc/
https://mymobi.mirai.nagoya-u.ac.jp/
https://www.cdra.jp/


＃Topics

１ 地域を次世代につなぐマイモビリティ共創拠点について

２ 拠点は社会に何を生むのか

３ 弁護士が何をするのか



＃名古屋大学 未来社会創造機構 地域を次世代につなぐマイモビリティ共創拠点



＃概念説明

“国家プロジェクト”
JST（国立研究開発法人 科学技術振興機構）からの受託研究事業COI-
NEXT（共創の場形成支援プログラム）共創分野１６拠点・地域共創分野
１９拠点の１つ

“超移動社会”
電気抵抗がゼロになる超電導のように、移動の抵抗（ストレス）が極め
て小さくなる社会

“マイモビリティ”
移動問題に主体的に関わり、作り上げた移動手段「マイカー」から「マ
イモビリティ」へ



＃拠点は何を生むのか



＃拠点は何を生むのか

１ 自動運転の設計（遠隔支援・路車協調型）

２ 車両を地域交通事業者が調達・運用する社会システム

スマートローカルモビリティ公共財プラットフォーム

３ ドアツードアの輸送を可能にする毛細血管・大動脈のメリハリ走行インフラシステム

ドアツードア中量輸送システムPRT

４ マイモビリティになっているか＝公共交通に対する乗客の能動性の程度を測る

マイモビリティ尺度の開発

⇒マイモビリティ尺度の高い地域交通を実現するためのノウハウと具体的なツールを
もっている総合コンサル機関



法制度ユニットの役割

１ 自動運転の設計（遠隔支援・路車協調型）

２ 車両を地域交通事業者が調達・運用する社会システム

スマートローカルモビリティ公共財プラットフォーム

３ ドアツードアの輸送を可能にする毛細血管・大動脈のメリハリ走行インフラシステム

ドアツードア中量輸送システムPRT

４ マイモビリティになっているか＝公共交通に対する乗客の能動性の程度を測る

マイモビリティ尺度の開発

⇒マイモビリティ尺度の高い地域交通を実現するためのノウハウと具体的なツールを
もっている総合コンサル機関

→現行法下での課題を調査し、必要に応じて規制改革を要請・提案する

→現行制度を利用してデザイン、運営とオープン化のルール作り

→車両標準と輸送事業としての許可類型の整理

→尺度が高くなるような地域輸送サービスのルール作り

→ルール作りのノウハウ蓄積・体系化
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＃現行の自動運転法制

加藤先生にバトンタッチ



＃自動運転法制

特定自動運行許可制度（道交法）

自動車に対する法規制（車両法）
・自動運行装置の保安基準を策定
・国交相が装置毎に走行環境条件を付与

運転者に対する規制緩和（道交法）
⇒保安基準に適合した自動運行装置が故
障なく作動し、走行環境条件を充たして
走行する場合、運転者は携帯等の画面を
みてもよい

ちなみに、、、特定自動運行でなければ、自動
運行装置による走行も道交法上は「運転」

特定自動運行主任者現場措置業務実施者

自動運行装置の作
動状態を監視

【遠隔監視型】

OR

【主任者同乗型】

現場措置業務実施者は不要

特定自動運行主任者は、道
路状況に応じた自動車の装
置の操作はしない

⇒特定自動運行実施者は、車
両、場所、日時、経路、運送
対象を特定して計画を策定し、
公安委員会の許可が必要
＝運行供用者（自賠法）



＃拠点で検討している自動運転車両装置と運行形態が現行法上適法か否かの確認



＃スマートローカルモビリティ公共財PF実装に向けて

ルールメイク

１ 車両規格

２ 運営方法

３ オープン化



＃（参考）自動車・蓄電池のカーボンフットプリントおよびデューデリジェンスのデータ連携プロジェクト



＃ドアツードア中量輸送システムPRT

ルールメイク

１ 車両規格

→専用車線・牽引

２ 事業許可

→バス/タクシー？



＃（参考）旅客輸送事業



＃ルールメイク

１ 法律・条例

２ 下部法令

３ 業界標準

４ 規約

５ 個別契約

民主主義的な基盤作り

＋

コンセンサスの言語化

発起人（依頼
主）のビジョン
の伝播と関係者
の利害の可視化

関係者の利害の
調整とリスク
ヘッジ
＋全員の利益↗



＃ノウハウの蓄積・伝承の必要性

１ 法律・条例

２ 下部法令

３ 業界標準

４ 規約

５ 個別契約

対象が広くなれば、それ
だけ考慮・調整すべき事
項が多くなる

守るべき作法や踏むべき
手続がある

ルールメイクを実現するためのノ
ウハウは職人技

⇒・法廷の技術
・交渉術
・依頼主との関係構築

などと同様、体系化して伝承すべ
き



＃拠点に蓄積して体系化するノウハウ

１ 法律・条例

２ 下部法令

３ 業界標準

４ 規約

５ 個別契約

PRTで狭い生活道路・幹線専用車線ともに走行で
きる仕様で標準化された自動運転車両とそれを
支える道路・通信・情報インフラの整備

上記のアセットを公共財として安価に有効に
活用するするためのコンソーシアムとマイモ
ビリティ尺度の高いサービスの設計
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